
公 告 令和７年度 第 04 号  

                                 

令和 ８年 ３月 26 日    

ルネサス健康保険組合   

理事長 橋 本 敏 幸   

 

ルネサス健康保険組合 規約変更公告 

 

  題記の件、ルネサス健康保険組合規約変更について、関東信越厚生局長の認可があったので、変更内容 

を下記のとおり公告する。 

 

記 

 

 １．規約変更内容 

   (1) 一般保険料額及び調整保険料額の負担割合 … 第４７条 

   (2) 介護保険料額の負担割合         … 第４７条の２ 

   (3) 子ども・子育て支援金額の負担割合    … 第４７条の３ 

   (4) 予備費の費途              … 第５１条 

   (5) 準備金の保有方法            … 第５２条 

 

 ２．規約新旧条文対照表 

変更後（新） 変更前（旧） 変更理由 

（一般保険料額及び調整保険料額の負担

割合） 

第４７条 

一般保険料額及び調整保険料額の１０

０分の５８．６１は事業主、１００分の４

１．３９は被保険者において負担する。 

 

（介護保険料額の負担割合） 

第４７条の２ 

 介護保険料額の１００分の５０は事業

主、１００分の５０は被保険者において負

担する。 

 

（子ども・子育て支援金額の負担割合） 

第４７条の３ 

子ども・子育て支援金額の１００分の５

０は事業主、１００分の５０は被保険者に

おいて負担する。 

 

（予備費の費途） 

第５１条 

一般勘定のうち、予備費を充てることの

できる費途は、次の各号に掲げるものとす

る。 

(1) 事務所費 

（一般保険料及び調整保険料の負担割合） 

 

第４７条 

一般保険料額及び調整保険料額の１０

０分の５８．６１は事業主、１００分の４

１．３９は被保険者において負担する。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（予備費の費途） 

第５１条 

予備費を充てることのできる費途は、次

の各号に掲げるものとする。 

(1) 事務所費 

(2) 組合会費 

 

 令和８年４月

１日からの子ど

も・子育て支援金

徴収開始にあた

り支援金額の負

担割合、予備費の

費途、準備金の保

有方法について

明記する。 

 また、健康保険

組合連合会策定

の規約例と乖離

がある条文につ

いて、規約例に合

わせ修正する。 



(2) 組合会費 

(3) 保険給付費 

(4) 納付金 

(5) 保健事業費 

(6) 還付金 

(7) 営繕費 

(8) 財政調整事業拠出金 

(9) 連合会費 

(10)雑支出 

 ２ 介護勘定のうち、予備費に充てるこ

とのできる費途は次の各号に掲げるもの

とする。 

(1) 介護納付金 

(2) 介護保険料還付金 

３ 子ども勘定のうち、予備費を充てる

ことのできる費途は次の各号に掲げるも

のとする。 

(1) 子ども・子育て支援納付金 

(2) 子ども・子育て支援金還付金 

 

（準備金の保有方法） 

第５２条 

準備金は、次の各号に掲げる方法によっ

て保有しなければならない。ただし、準備

金のうち前３年度の保険給付に要した費

用の平均年額の１２分の１に相当する額

については、第１号又は第２号の方法によ

り保有しなければならない。 

(1) 普通銀行への預金若しくは郵便貯金 

(2) 信託業務を営む銀行又は信託会社への

金銭信託（運用方法を特定するものを

除く。） 

(3) 公社債投資信託の受益証券の取得 

(4) 国債証券又は地方債証券の取得 

(5) 特別の法律により法人の発行する債券

で、その債券に係る債務を政府が保証

しているもの又は金融機関の発行す

る債券の取得 

(6) 償還及び利子の支払の遅延のない物上

担保付又は一般担保付の社債の取得 

(7) 抵当証券の取得 

(8) コマーシャルペーパーの取得 

(3) 保険給付費 

(4) 納付金 

(5) 保健事業費 

(6) 還付金 

(7) 営繕費 

(8) 財政調整事業拠出金 

(9) 連合会費 

(10)雑支出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（準備金の保有方法） 

第５２条 

準備金は、次の各号に掲げる方法によっ

て保有しなければならない。但し、準備金

のうち前３年度の保険給付に要した費用

の平均年額の１２分の１に相当する額に

ついては、第１号又は第２号の方法により

保有しなければならない。尚、介護勘定で

管理する準備金は、原則として第１号の方

法によって保有しなければならない。 

(1) 普通銀行への預金若しくは郵便貯金 

(2) 信託業務を営む銀行又は信託会社への

金銭信託（運用方法を特定するものを

除く。） 

(3) 公社債投資信託の受益証券の取得 

(4) 国債証券又は地方債証券の取得 

(5) 特別の法律により法人の発行する債券

で、その債券に係る債務を政府が保証

しているもの又は金融機関の発行す

る債券の取得 

(6) 償還及び利子の支払の遅延のない物上

担保付又は一般担保付の社債の取得 



(9) 社会保険診療報酬支払基金への委託金 

(10) 健康保険組合連合会が組合の共同目

的を達成するために設置する施設に

対する出資金 

(11) 組合間の共同事業として実施する高

額医療費及び出産費に係る貸付事業

に対する出資金 

(12) 法第１５０条の規定による施設であ

る土地及び建物の取得 

２ 介護納付金及び子ども・子育て支援

納付金に係る準備金は、原則として前項第

１号、または第２号の方法によって保有し

なければならない。 

 

（令和８年４月１日改訂） 

附 則 

 この規約は、令和８年４月１日から施行

する。 

 

(7) 抵当証券の取得 

(8) コマーシャルペーパーの取得 

(9) 社会保険診療報酬支払基金への委託金 

(10) 健康保険組合連合会が組合の共同目

的を達成するために設置する施設に

対する出資金 

(11) 組合間の共同事業として実施する高

額医療費及び出産費に係る貸付事業

に対する出資金 

(12) 法第１５０条の規定による施設であ

る土地及び建物の取得 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３．規約変更年月日 

  令和８年４月１日 

 

 

以  上  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


